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あ
げ
な
が
ら
、「
豊
原
兼
秋
」
の
政
治
性
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
音
楽
や
楽
器
に
よ
る
の
で
は
解
決
の
で
き
な
い
、
作
中
の
政
治

性
に
お
け
る
問
題
が
今
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
「
豊
原
兼
秋
」
の
序
盤
と
終
盤
と

で
、
兼
秋
の
後
醍
醐
帝
に
対
す
る
態
度
が
一
変
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語

冒
頭
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
（
注
５
）
。

兵
庫
に
い
た
り
見
れ
ば
、
御
迎
の
為
と
て
、
諸
国
の
武
家
司
所
せ
く
ば
か

り
参
り
集
り
た
り
。
此
の
日
鎌
倉
の
亡
び
た
る
よ
し
、
御
座
所
ま
で
告
げ

奉
り
し
と
て
、
歓
の
声
街
に
充
つ
。
兼
秋
天
へ
も
挙
れ
る
心
地
し
て
、
諸

卿
の
内
年
比
懇
意
の
方
に
就
き
て
、
竜
顔
を
拝
し
奉
り
し
に
、
思
し
召
し

立
ち
し
最
初
、
御
輿
に
随
ひ
し
者
な
れ
ば
、
御
気
色
も
う
る
は
し
く
、
夫

よ
り
都
へ
還
幸
な
り
て
、
復
び
公
卿
一
統
の
天
下
と
な
り
て
、
大
功
の
輩

に
、
忠
賞
を
行
は
れ
け
る
割
、
兼
秋
も
原
の
禄
に
か
へ
さ
れ
し
か
ば
、
再

び
時
に
逢
ひ
た
る
心
地
し
た
り
。（
五
一
頁
）

後
醍
醐
帝
の
没
落
に
伴
い
、
流
浪
の
身
と
な
っ
た
兼
秋
は
、
後
醍
醐
帝
を
懐

一
、
問
題
提
起

『
英
草
紙
』第
三
篇「
豊
原
兼
秋
音
を
聴
き
て
国
の
盛
衰
を
知
る
話
」（
以
下「
豊

原
兼
秋
」）
は
、『
警
世
通
言
』（
ま
た
は
『
今
古
奇
観
』）
所
収
の
「
兪
伯
牙
摔

琴
謝
知
音
」（
以
下
「
兪
伯
牙
」）
を
、『
太
平
記
』
の
世
界
に
翻
案
し
た
都
賀
庭

鐘
の
作
品
で
あ
る
。「
豊
原
兼
秋
」
の
物
語
の
大
部
分
は
、「
兪
伯
牙
」
に
由
来

す
る
、
楽
人
豊
原
兼
秋
と
木
樵
横
尾
時
陰
と
の
交
流
に
占
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
麻
生
磯
次
氏
（
注
１
）
は
、「
豊
原
兼
秋
」
の
主
題
を
友
情
だ
と
述

べ
た
。
し
か
し
、
作
中
の
琴
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
た
石
破
洋
氏
の
論
（
注
２
）

を
は
じ
め
と
し
て
、「
豊
原
兼
秋
」
の
主
題
と
し
て
、
友
情
に
加
え
、
政
治
性

も
認
め
る
の
が
、
今
日
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
（
注
３
）
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、

か
つ
て
拙
稿
（
注
４
）
で
、「
豊
原
兼
秋
」
の
典
拠
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
『
文
心

雕
竜
』
に
着
目
し
、
友
情
で
は
な
く
、
政
治
性
こ
そ
が
「
豊
原
兼
秋
」
の
主
題

で
あ
る
と
論
じ
た
。
拙
稿
も
含
め
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
音
楽
や
楽
器
を
と
り

川

　

田

　

真

　

輝

︱ 

庭
鐘
の
『
太
平
記
』
利
用
に
即
し
て 

︱

『
英
草
紙
』
第
三
篇
の
後
醍
醐
帝
批
判
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す
る
こ
と
を
目
指
す
。

二
、「
豊
原
兼
秋
」
と
『
太
平
記
』
諸
本

『
英
草
紙
』第
一
篇
「
後
醍
醐
の
帝
三
た
び
藤
房
の
諫
を
折
く
話
」（
以
下
「
後

醍
醐
の
帝
」）
の
主
題
が
『
太
平
記
』
に
基
づ
く
こ
と
は
、以
前
指
摘
し
た
（
注
６
）
。

「
後
醍
醐
の
帝
」
は
、
後
醍
醐
帝
の
臣
下
萬
里
小
路
藤
房
が
帝
を
三
度
諫
め
る

も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
そ
の
も
と
を
去
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の

藤
房
の
行
動
原
理
は
、『
太
平
記
』
諸
本
の
巻
第
五
に
載
る
藤
房
の
父
宣
房
の

述
べ
る
臣
下
論
「
君
に
つ
か
ふ
る
の
礼
、
そ
の
罪
有
る
に
あ
う
て
、
厳
顔
を
犯

し
て
道
を
以
つ
て
諫
め
あ
ら
そ
ふ
。
三
た
び
諫
め
て
い
れ
ざ
る
と
き
、
身
を
奉

じ
て
以
つ
て
退
く
」に
よ
っ
て
い
た
（
注
７
）
。
題
名
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
藤
房
の
三
度
の
諫
め
が
作
品
の
主
題
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。そ
こ
で
、

本
論
で
も『
太
平
記
』を
参
照
し
つ
つ「
豊
原
兼
秋
」を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

た
だ
、『
太
平
記
』
諸
本
間
に
は
、
当
然
異
同
が
存
す
る
。

鈴
木
登
美
恵
氏
（
注
８
）
に
よ
れ
ば
、『
太
平
記
』
諸
本
は
四
つ
に
分
類
で
き
る

と
い
う
。
神
田
本
・
西
源
院
本
な
ど
古
態
本
の
甲
類
、
甲
類
の
巻

二
十
六
、二
十
七
に
相
当
す
る
部
分
を
三
巻
に
分
け
る
流
布
本
・
梵
舜
本
な
ど

の
乙
類
、
甲
類
の
巻
三
十
二
に
相
当
す
る
部
分
を
二
巻
に
分
け
る
天
正
本
・
野

尻
本
な
ど
の
丙
類
、
甲
類
の
巻
十
四
〜
十
八
に
相
当
す
る
部
分
を
七
巻
に
わ
け

る
京
大
本
・
中
京
大
学
図
書
館
蔵
本
な
ど
の
丁
類
、以
上
の
四
類
で
あ
る
。『
英

草
紙
』
と
『
太
平
記
』
諸
本
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
庭
鐘
が
参
照
し
た
『
太

か
し
ん
で
演
奏
し
た
音
か
ら
、
帝
の
復
権
を
予
期
し
、
兵
庫
に
た
ど
り
着
い
た
。

幕
府
滅
亡
の
報
を
聞
い
た
兼
秋
は
、
帝
の
復
権
に
歓
喜
し
て
い
る
。

一
方
、
物
語
終
盤
、
兼
秋
が
亡
き
時
陰
に
代
わ
り
、
時
陰
の
両
親
に
孝
行
す

る
こ
と
を
約
束
す
る
場
面
で
は
、
兼
秋
は
帝
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。

兼
秋
云
ふ
、「
そ
れ
が
し
所
存
あ
れ
ば
、
一
度
都
に
か
へ
り
、
万
と
り
し

た
た
め
て
、
程
な
く
罷
り
下
り
、
時
陰
に
な
り
か
は
り
、
双
親
の
終
を
見

と
ど
け
奉
ら
ん
。
其
の
故
は
、
主
上
御
位
に
復
し
給
ひ
て
よ
り
、
仮
初
の

御
遊
に
琵
琶
箏
な
ど
弾
じ
さ
せ
給
ふ
に
も
、
燕
な
る
曲
の
み
造
ら
ん
と
望

ま
せ
給
ひ
て
、
こ
と
し
げ
き
世
を
治
め
給
ふ
べ
き
君
に
あ
ら
ず
。
是
、
古

よ
り
伝
へ
い
ふ
、
桑
間
濮
上
の
音
起
り
て
、
国
亡
び
し
と
い
ふ
も
、
此
の

心
な
り
。
久
し
か
ら
ず
し
て
、
都
も
又
一
変
す
べ
し
。
我
も
二
君
に
仕
へ

ん
よ
り
は
、
早
く
身
を
潜
め
て
、
天
年
を
楽
し
む
べ
き
所
存
な
り
」

（
七
二
、七
三
頁
）

兼
秋
は
、
復
権
後
の
帝
が
か
つ
て
と
違
い
、
為
政
者
と
し
て
の
器
量
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
物
語
の
序
盤
と
終
盤
の
間
で
は
、
後

醍
醐
帝
の
こ
と
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。単
に
物
語
を
追
う
だ
け
で
は
、

序
盤
で
後
醍
醐
帝
を
慕
っ
て
い
た
兼
秋
が
終
盤
で
は
帝
を
批
判
し
始
め
る
理
由

は
、
読
者
に
と
っ
て
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
為
政
者
へ
の
批
判
と
い
う
事
柄

は
、「
豊
原
兼
秋
」
の
主
題
で
あ
る
政
治
性
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
復
権
後
の
後
醍
醐
帝
が
為
政
者
と
し
て
の
器
量
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
兼
秋
の
帝
批
判
の
根
拠
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
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を
描
く
流
布
本
巻
第
二
「
天
下
怪
異
の
事
」
を
以
下
に
掲
げ
る
。

御
門
守
護
の
武
士
ど
も
、
御
車
を
押
さ
へ
て
、「
た
れ
に
て
御
渡
り
候
ふ

ぞ
」
と
、
問
ひ
申
し
け
れ
ば
、
藤
房
・
季
房
二
人
、
御
車
に
従
ひ
て
供
奉

し
た
り
け
る
が
、「
こ
れ
は
中
宮
の
夜
に
紛
れ
て
、
北
山
殿
へ
行
啓
な
ら

せ
た
ま
ふ
ぞ
」
と
の
た
ま
ひ
た
り
け
れ
ば
、「
さ
て
は
子
細
候
は
じ
」
と

て
、
御
車
を
ぞ
通
し
け
る
。
か
ね
て
用
意
や
し
た
り
け
ん
、
源
中
納
言
具

行
・
按
察
大
納
言
公
敏
・
六
条
少
将
忠
顕
、
三
条
河
原
に
て
追
ひ
付
き
た

て
ま
つ
る
。
こ
れ
よ
り
御
車
を
ば
や
め
ら
れ
、
怪
し
げ
な
る
張
輿
に
召
し

替
へ
さ
せ
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ど
も
、
に
は
か
の
事
に
て
、
駕
輿
丁
も
無
か
り

け
れ
ば
、
大
膳
大
夫
重
康
・
楽
人
豊
原
兼
秋
・
随
身
秦
久
武
な
ん
ど
ぞ
、

御
輿
を
ば
舁
き
た
て
ま
つ
り
け
る
。
供
奉
の
諸
卿
、
皆
衣
冠
を
解
い
て
、

折
烏
帽
子
に
直
垂
を
着
し
、
七
大
寺
詣
す
る
京
家
の
青
侍
な
ん
ど
の
、
女

性
を
具
足
し
た
る
体
に
見
せ
て
、
御
輿
の
前
後
に
ぞ
供
奉
し
た
り
け
る
。

（
第
一
冊
九
二
、九
三
頁
）

流
布
本
で
は
、
帝
の
笠
置
臨
幸
に
「
楽
人
豊
原
兼
秋
」
が
供
奉
し
て
い
る
。

こ
の
部
分
は
、
他
の
諸
本
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

・
神
田
本
巻
二
「
東
使
上
洛
　
主
上
笠
置
御
都
落
事
」

…
「
楽
人
豊
原
兼
秋
、
随
身
秦
久
武
な
ど
ゾ
御
輿
ヲ
バ
舁
奉
リ
ケ
ル
」

（
上
巻
九
九
頁
）

・
西
源
院
本
巻
第
二
「
主
上
南
都
潜
幸
の
事
」

…
「
楽
人
兼
秋
、
随
身
秦
久
武
な
ん
ど
ぞ
、
御
輿
を
ば
舁
き
奉
り
け
る
」

平
記
』
本
文
を
推
定
し
た
い
。
調
査
対
象
と
す
る
『
太
平
記
』
諸
本
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。
甲
類
は
神
田
本
（
注
９
）
・
西
源
院
本
（
注
10
）
・
玄
玖
本
（
注
11
）
。
乙

類
は
慶
長
八
年
古
活
字
本
（
以
下
、「
流
布
本
」）（
注
12
）
・
梵
舜
本
（
注
13
）
。
丙

類
は
、
天
正
本
（
注
14
）
。
丁
類
は
京
大
本
（
注
15
）
・
中
京
大
学
図
書
館
蔵
本
（
以

下
「
中
京
大
本
」）（
注
16
）
。
基
準
と
す
る
本
文
は
、
流
布
本
で
あ
る
慶
長
八
年

古
活
字
本
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
で
単
に
『
太
平
記
』
と
称
す
る
場
合
は
、
特

定
の
本
文
を
指
さ
ず
、
諸
本
を
内
包
す
る
総
合
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
。

本
節
で
は
、「
豊
原
兼
秋
」
と
『
太
平
記
』
諸
本
と
を
比
較
す
る
。
ま
ず
、「
豊

原
兼
秋
」の
冒
頭
部
と『
太
平
記
』諸
本
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。「
豊
原
兼
秋
」

本
文
を
以
下
に
示
す
。

豊
原
太
夫
将
監
兼
秋
は
、
元
弘
の
始
、
後
醍
醐
帝
鎌
倉
の
逆
臣
を
避
け

て
、
笠
置
の
石
室
へ
臨
幸
な
り
し
時
、
諸
卿
と
共
に
供
奉
に
加
は
り
、
御

輿
な
ど
𢱲
き
た
る
事
あ
り
し
が
、
笠
置
没
落
の
時
、
兼
秋
も
六
波
羅
へ
捕

ら
れ
、
糺
明
せ
ら
れ
し
か
ど
も
、
供
奉
し
た
る
斗
に
て
、
さ
せ
る
罪
科
な

け
れ
ば
、
禄
を
放
ち
て
京
城
を
追
は
れ
、
紀
の
本
宮
に
下
り
て
、
少
し
の

由
緒
あ
る
方
へ
身
を
寄
せ
、
在
る
に
甲
斐
な
き
身
と
な
り
て
、
二
年
を
送

り
ぬ
。（
四
九
頁
）

こ
の
場
面
で
は
、
兼
秋
が
、
後
醍
醐
帝
の
笠
置
臨
幸
に
供
奉
し
、
そ
の
際
帝

の
輿
を
担
い
だ
こ
と
や
、
笠
置
没
落
の
と
き
に
兼
秋
も
鎌
倉
方
に
捕
ら
え
ら
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
二
点
を
『
太
平
記
』
諸
本
と
比
べ
よ
う
。

一
点
目
の
後
醍
醐
帝
の
笠
置
臨
幸
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
帝
の
笠
置
臨
幸
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し
替
へ
さ
せ
奉
る
。
さ
れ
ど
も
に
は
か
の
事
な
れ
ば
、駕
輿
丁
も
な
く
て
、

重
康
・
久
武
な
ど
、
手
々
に
御
輿
を
仕
る
。（
第
一
冊
一
〇
五
頁
）

天
正
本
で
も
、「
楽
人
兼
秋
」
が
、
帝
の
笠
置
臨
幸
に
供
奉
し
た
点
は
、
他

の
諸
本
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
重
康
・
久
武
な
ど
、
手
々
に
御
輿
を

仕
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
兼
秋
が
御
輿
を
担
い
だ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
。

二
点
目
の
『
太
平
記
』
で
の
笠
置
没
落
の
場
面
は
、諸
本
の
巻
第
三
に
載
る
。

笠
置
没
落
の
際
に
、
南
朝
側
の
人
物
達
が
鎌
倉
方
に
捕
縛
さ
れ
た
と
い
う
記
事

は
、
諸
本
に
共
通
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
捕
縛
さ
れ
た
人
物
の
中
に

兼
秋
の
名
が
あ
る
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
兼
秋
の
名
が
載
る
本
文
で
は
、
そ

こ
で
の
表
記
を
掲
げ
、
名
が
載
ら
な
い
本
文
で
は
「
な
し
」
と
し
た
。

・ 

流
布
本
巻
第
三
「
主
上
笠
置
を
御
没
落
の
事
」
…
「
大
夫
将
監
兼
秋
」（
第

一
冊
一
三
四
頁
）

・ 

神
田
本
巻
第
三
…
欠
巻

・ 

西
源
院
本
巻
第
三
「
笠
置
没
落
の
事
」
…
な
し

・ 

玄
玖
本
巻
第
三
「
先
帝
被
囚
給
之
事
」
…
「
大
夫
の
将
監
兼
秋
」（
一
巻

一
九
一
頁
）

・ 

梵
舜
本
巻
第
三
「
主
上
御
没
落
笠
置
事
」
…
「
大
夫
の
将
監
兼
秋
」（
一

巻
一
三
八
頁
）

・ 

天
正
本
巻
第
三
「
先
帝
囚
は
れ
給
ふ
事
」
…
「
大
夫
将
監
兼
秋
」（
第
一

冊
一
四
六
頁
）

（
第
一
冊
一
一
七
頁
）

・
玄
玖
本
巻
第
二
「
笠
置
潜
幸
之
事
」

…
「
楽
人
豊
原
の
兼
秋
、
随
身
秦
久
武
等
ぞ
御
輿
を
舁
奉
け
る
」（
一

巻
一
三
九
頁
）

・
梵
舜
本
巻
第
二
「
天
下
恠
異
の
事
」

…
「
楽
人
兼
秋
、
随
身
秦
久
武
な
ん
ど
ぞ
御
輿
を
ば
舁
き
奉
り
け
る
」

（
一
巻
八
九
頁
）

・
京
大
本
巻
第
二

…
欠
巻

・
中
京
大
本
巻
第
二
「
山
門
南
都
炎
上
事
付
笠
置
潜
幸
事
」

…
「
楽
人
豊
原
の
兼
顕
・
随
身
秦
久
武
な
ん
ど
ぞ
御
輿
を
ば
舁
奉
け

る
」。（
一
巻
一
五
二
頁
）

そ
れ
ぞ
れ
流
布
本
と
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
で
記
さ
れ
る
が
、
天
正
本
巻
第
二

「
主
上
御
出
奔
師
賢
卿
天
子
の
号
の
事
」
の
み
は
他
の
諸
本
と
表
現
が
異
な
っ

て
い
る
。

門
の
守
護
の
武
士
ど
も
、
御
車
を
推
し
て
尋
ね
申
し
け
る
を
、
藤
房
・
季

房
供
奉
し
て
、「
中
宮
の
夜
に
交
れ
、
北
山
殿
へ
行
啓
な
る
ぞ
」
と
宣
ひ

け
れ
ば
、「
さ
て
は
」
と
て
、
御
車
を
ぞ
通
し
け
る
。
一
宮
中
務
卿
親
王
・

按
察
大
納
言
公
敏
・
源
中
納
言
具
行
・
六
条
少
将
忠
顕
・
大
膳
大
夫
重

康
・
蔵
人
判
官
清
藤
・
楽
人
兼
秋
・
随
人
久
武
な
ど
、
三
条
河
原
に
て
追

ひ
付
き
奉
る
。
田
中
の
明
神
の
御
前
に
て
御
車
を
止
め
ら
れ
、
張
輿
に
召
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す
。「
其
の
形
、
頸
は
雞
の
ご
と
く
、
背
は
竜
に
似
て
、
四
十
二
の
拳
毛

背
筋
に
連
り
、
両
の
耳
直
に
立
ち
て
、
竹
を
剝
ぐ
が
ご
と
く
、
双
の
眼
鈴

を
掛
け
た
る
か
と
怪
ま
る
。
今
朝
卯
の
刻
雲
州
富
田
を
発
つ
て
、
酉
の
刻

京
着
す
。
其
の
道
七
十
六
里
、
鞍
の
上
座
せ
る
が
ご
と
く
、
風
を
き
つ
て

走
る
故
、
眼
ひ
ら
き
が
た
し
」
と
奏
す
。
則
ち
左
馬
寮
に
養
は
し
め
、
馬

場
殿
に
幸
な
り
て
、
此
の
馬
を
叡
覧
あ
り
、
本
間
孫
四
郎
重
氏
を
召
さ
れ

て
、
曲
馬
を
乗
ら
し
む
。
乗
人
の
心
に
応
ず
る
こ
と
尋
常
な
ら
ず
、
誠
に

天
馬
と
も
い
ふ
べ
し
。
叡
慮
悦
ぶ
こ
と
類
な
く
、「
我
が
朝
に
天
馬
の
出

づ
る
こ
と
、
朕
が
世
是
初
な
り
。
吉
凶
如
何
」
と
御
尋
あ
る
時
、
左
右
皆

云
ふ
、「
是
嘉
瑞
な
り
。
周
の
穆
王
の
世
、
八
疋
の
天
馬
来
り
、
是
に
乗

つ
て
天
地
の
間
に
周
遊
す
と
い
へ
り
。
天
馬
は
麒
麟
の
類
な
れ
ば
、
是
聖

明
の
徳
の
顕
る
る
所
な
り
」
と
ぞ
賀
せ
ら
れ
け
り
。（
三
〇
、三
一
頁
）

塩
冶
判
官
は
帝
に
天
馬
を
献
上
し
、
そ
の
馬
の
能
力
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
、

出
雲
国
富
田
か
ら
京
ま
で
の
七
十
六
里
を
半
日
足
ら
ず
で
走
り
抜
け
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
天
馬
の
脚
力
と
そ
れ
を
証
す
る
走
行
距
離
に
着
目
し
つ
つ
、『
太

平
記
』
諸
本
を
繙
い
て
み
よ
う
。

流
布
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
進
奏
の
事
」
を
以
下
に
掲
げ
る
。

そ
の
頃
佐
々
木
塩
冶
判
官
高
貞
が
も
と
よ
り
、
龍
馬
な
り
と
て
月
毛
な
る

馬
の
三
寸
ば
か
り
な
る
を
引
き
ま
ゐ
ら
す
。
そ
の
相
形
げ
に
も
尋
常
の
馬

に
異
な
り
、
骨
あ
が
り
筋
太
く
し
て
、
脂
肉
短
し
。
頸
は
鶏
の
如
く
に
し

て
、
須
弥
の
髪
膝
を
過
ぎ
、
背
中
は
龍
の
如
く
に
し
て
、
四
十
二
の
辻
毛

・ 

京
大
本
巻
第
三
…
欠
巻

・ 
中
京
大
学
本
巻
第
三
「
陶
山
小
見
山
夜
討
事
付
笠
置
破
事
」
…
な
し

流
布
本
・
玄
玖
本
・
梵
舜
本
・
天
正
本
で
兼
秋
の
名
が
載
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

こ
こ
ま
で
「
豊
原
兼
秋
」
冒
頭
に
見
え
る
表
現
と
『
太
平
記
』
諸
本
の
表
現

と
を
、
帝
の
笠
置
臨
幸
、
笠
置
城
没
落
の
二
場
面
に
注
目
し
て
比
較
し
て
き
た
。

「
豊
原
兼
秋
」
の
本
文
と
合
致
す
る
本
文
を
持
つ
『
太
平
記
』
は
、
甲
類
の
玄

玖
本
か
、
流
布
本
お
よ
び
梵
舜
本
の
乙
類
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。（
注
17
）

三
、「
後
醍
醐
の
帝
」
と
『
太
平
記
』
諸
本

「
後
醍
醐
の
帝
」
は
、
藤
房
や
後
醍
醐
帝
と
い
っ
た
登
場
人
物
を
『
太
平
記
』

に
借
り
、
藤
房
の
諫
言
に
即
し
た
三
話
構
成
を
取
る
。
第
一
話
で
は
「
逃
水
」

の
古
歌
、第
二
話
で
は
帝
の
仏
教
へ
の
傾
倒
、第
三
話
で
は
天
馬
到
来
を
め
ぐ
っ

て
、そ
れ
ぞ
れ
藤
房
が
帝
を
諫
め
る
。
こ
の
内
、第
一
話
お
よ
び
第
二
話
は
、『
太

平
記
』
と
の
関
わ
り
が
薄
い
。
し
か
し
、
第
三
話
は
、『
太
平
記
』
諸
本
に
載

る
天
馬
到
来
の
記
事
を
典
拠
に
し
て
お
り
、
本
文
の
引
用
も
多
い
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は「
後
醍
醐
の
帝
」第
三
話
と『
太
平
記
』諸
本
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

以
下
は
、「
後
醍
醐
の
帝
」
で
、
帝
が
天
馬
到
来
の
吉
凶
を
周
囲
の
臣
下
に
聞

く
場
面
で
あ
る
。

一
年
雲
州
塩
冶
判
官
が
許
よ
り
、
竜
馬
な
り
と
て
、
月
毛
の
馬
を
進
奏
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・
梵
舜
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
事
」

…
「
今
朝
の
卯
剋
出
雲
の
富
田
を
立
て
、
酉
刻
の
始
に
京
着
す
。
其
道

已
に
七
十
六
里
」（
三
巻
一
八
九
頁
）

・
京
大
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
の
事
」

…
「
今
朝
卯
の
刻
に
出
雲
の
富
田
を
立
つ
て
、
酉
の
初
め
に
京
着
す
。

そ
の
道
す
で
に
七
十
六
里
」（
上
巻
二
三
四
頁
）

・
中
京
大
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
事
」

…
「
今
朝
の
卯
刻
に
出
雲
の
冨
田
を
立
て
酉
刻
の
始
に
京
着
す
。
其
道

已
に
七
十
六
里
」（
二
巻
一
三
九
頁
）

・
天
正
本
巻
第
十
三
「
佐
々
木
塩
冶
判
官
竜
馬
を
進
ら
す
る
事
」

…
「
今
朝
の
卯
の
剋
に
出
雲
の
院
庄
を
立
ち
て
、酉
の
終
り
に
京
着
す
。

そ
の
路
す
で
に
七
十
余
里
」（
第
二
冊
八
四
頁
）

天
正
本
は
、
出
発
場
所
、
京
へ
の
到
着
時
間
、
そ
の
間
の
距
離
が
「
後
醍
醐

の
帝
」
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
諸
本
は
、
流
布
本
と
ほ
ぼ
同
様

の
記
述
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
玄
玖
本
は
、
出
発
地
が
「
出
雲
」
の
み
に
な
っ

て
い
る
。
以
上
、
天
馬
到
来
の
記
事
に
つ
い
て
「
後
醍
醐
の
帝
」
と
『
太
平
記
』

諸
本
と
を
見
比
べ
る
と
、
玄
玖
本
・
天
正
本
以
外
の
諸
本
が
「
後
醍
醐
の
帝
」

と
表
現
上
の
一
致
を
見
た
。
前
節
で
「
豊
原
兼
秋
」
と
最
も
表
現
の
近
い
『
太

平
記
』
本
文
が
玄
玖
本
も
し
く
は
乙
類
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

庭
鐘
が
乙
類
の
本
文
を
有
す
る『
太
平
記
』を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
庭
鐘
は
、
乙
類
の
『
太
平
記
』
の
み
を
参
照
し
て
い
た
と
は
た

を
巻
い
て
、
背
筋
に
連
な
れ
り
。
両
の
耳
は
竹
を
削
い
で
、
ぢ
き
に
天
を

指
し
、
双
の
眼
は
鈴
を
懸
け
て
、
地
に
向
ふ
如
し
。
今
朝
の
卯
の
刻
に
、

出
雲
の
富
田
を
立
つ
て
、
酉
の
刻
の
始
め
に
京
着
す
。
そ
の
道
す
で
に

七
十
六
里
、
鞍
の
上
し
づ
か
に
し
て
、
た
だ
に
座
せ
る
が
如
し
。
し
か
れ

ど
も
、
旋
風
面
を
撲
つ
に
た
へ
ず
と
ぞ
奏
し
け
る
。
す
な
は
ち
左
馬
寮
に

預
け
ら
れ
、
朝
に
は
禁
池
に
水
飼
ひ
、
夕
べ
に
は
花
厩
に
を
飼
ふ
。
そ
の

頃
天
下
一
の
馬
乗
り
と
聞
え
し
本
間
孫
四
郎
を
召
さ
れ
て
乗
せ
ら
る
る

に
、
半
漢
跳
梁
は
な
は
だ
尋
常
な
ら
ず
。（
第
二
冊
二
五
五
、二
五
六
頁
）

先
に
挙
げ
た
「
後
醍
醐
の
帝
」
の
本
文
と
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
天
馬
の
脚
力
と
走
行
距
離
は
、「
後
醍
醐
の
帝
」
と
細
部
ま
で

合
致
す
る
。

こ
の
部
分
は
、
他
の
諸
本
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

・
神
田
本
巻
十
三
「
龍
馬
之
事
」

…
「
今
朝
ノ
う
ノ
尅
ニ
出
雲
國
ノ
富
田
ヲ
立
ツ
て
、
酉
ノ
尅
ノ
始
メ
ニ

京
着
ス
。
其
道
旣
に
七
十
六
里
」（
上
巻
三
〇
五
頁
）

・
西
源
院
本
第
十
三
巻
「
天
馬
の
事
」

…
「
今
朝
の
卯
刻
よ
り
出
雲
の
富
田
を
立
つ
て
、
酉
刻
の
始
め
に
京
着

す
。
そ
の
道
、
す
で
に
七
十
六
里
」（
第
二
冊
二
八
七
頁
）

・
玄
玖
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
進
奏
之
事
付
藤
房
卿
遁
世
之
事
」

…
「
け
朝
の
卯
刻
に
出
雲
を
立
て
、
酉
時
の
始
に
京
着
す
。
其
道
已
に

七
十
六
里
」（
二
巻
二
九
五
、二
九
六
頁
）
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羽
、
奔
宵
、
超
影
、
踰
輝
、
超
光
、
騰
霧
、
挟
翼
」（
各
傍
線
部
）
で
あ
る
と

も
い
う
。
こ
れ
ら
の
名
に
つ
い
て
、
中
村
幸
彦
氏
（
注
19
）

は
、「『
太
平
記
』
巻

十
三
に
は
、「
驥
・

・
驪
・
驊
・
騮
・
騄
・
駬
・
駟
」
と
あ
る
。」
と
い
う
。

流
布
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
進
奏
の
事
」
を
以
下
に
掲
げ
る
。

相
国
申
さ
れ
け
る
は
、「
こ
れ
聖
明
の
徳
に
よ
ら
ず
ん
ば
、
天
あ
に
こ
の

嘉
瑞
を
降
し
候
は
ん
や
。
虞
舜
の
代
に
は
鳳
凰
来
た
り
、
孔
子
の
時
麒
麟

出
づ
と
い
へ
り
。
な
か
ん
づ
く
天
馬
の
聖
代
に
来
た
る
事
、
第
一
の
嘉
祥

な
り
。
そ
の
故
は
、
昔
周
の
穆
王
の
時
、
―驥
―、
―
―、
―驪
―、
―驊
―、
―騮
―、
―騄
―、

―駬
―、
―駟
と
て
、
八
匹
の
天
馬
来
た
れ
り
。
穆
王
、
こ
れ
に
乗
つ
て
、
四
荒

八
極
に
至
ら
ず
と
云
ふ
所
無
か
り
け
り
。（
後
略
）」（
第
二
冊
二
五
七
頁
）

流
布
本
で
は
、
中
村
氏
の
指
摘
通
り
の
馬
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
諸
本

を
確
認
し
て
み
る
と
、
西
源
院
本
第
十
三
巻
「
天
馬
の
事
」（
第
二
冊
二
八
九

頁
）、
玄
玖
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
進
奏
之
事
付
藤
房
卿
遁
世
之
事
」（
二
巻

二
九
七
頁
）、
梵
舜
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
事
」（
三
巻
一
九
〇
頁
）、
中
京
大
本

巻
第
十
三
「
龍
馬
事
」（
二
巻
一
四
〇
、一
四
一
頁
）
も
流
布
本
同
様
で
あ
る
。

京
大
本
巻
第
十
三
「
龍
馬
の
事
」
は
、「
驥
、
こ
、
騄
、
駟
、
驊
、
騮
、
駿
、
駘
」

（
上
巻
二
三
五
頁
）
と
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
天
正
本
巻
第
十
三
「
法
花
二
句

の
偈
の
事
」
で
は
、「
絶
地
、
翻
羽
、
奔
宵
、
超
影
、
踰
輝
、
超
光
、
騰
霧
、

挟
翼
」（
第
二
冊
八
六
頁
）
と
記
さ
れ
、「
後
醍
醐
の
帝
」
の
記
述
と
合
致
す
る

の
で
あ
る
。
神
田
本
巻
十
三
「
龍
馬
之
事
」
は
、「
驥
、

、
驪
、
驊
、
騮
、
騄
、

駬
、
駟
」
と
本
文
に
記
し
た
上
で
、
そ
の
傍
注
に
「
又
云
、
絶
天
、
翻
羽
、
奔

だ
ち
に
は
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
周
の
穆
王
の
故
事
を
も
っ
て
諫

め
る
藤
房
に
、
帝
が
激
昂
し
て
反
論
す
る
「
後
醍
醐
の
帝
」
の
場
面
に
目
を
向

け
て
み
よ
う
。

是
を
よ
き
次
と
し
て
、
諫
め
ら
れ
け
れ
ば
、
諸
臣
色
を
変
じ
、
旨
酒
の
高

会
も
無
興
に
し
て
、
主
上
逆
鱗
の
気
色
ま
し
ま
し
て
、「
儞
、
見
浅
く
し

て
、
天
馬
を
不
吉
と
す
。
儞
か
の
穆
王
の
八
駿
倶
に
皆
同
じ
馬
な
る
や
、

或
は
其
の
能
各
異
あ
る
か
、
何
の
書
に
是
を
出
だ
す
こ
と
を
知
る
や
」。

藤
房
一
時
此
の
こ
と
思
ひ
出
で
ず
、
た
だ
云
ふ
、「
周
家
の
本
紀
是
を
し

る
さ
ん
の
み
」。
主
上
頭
を
揺
ら
せ
給
ひ
、「
八
駿
各
其
の
能
異
な
る
こ

と
、
拾
異
記
に
是
を
出
だ
せ
り
。
周
穆
の
八
駿
、
第
一
を
絶
地
と
名
づ
く
、

馳
す
る
に
蹄
地
を
践
ま
ず
。
第
二
を
翻
羽
と
名
づ
く
、
行
く
こ
と
飛
禽
に

越
え
た
り
。
第
三
は
奔
宵
と
名
づ
く
、
夜
万
里
を
行
き
て
迷
は
ず
。
第
四

を
超
影
と
名
づ
く
、
日
の
足
を
逐
う
て
行
く
。
第
五
を
踰
輝
と
名
づ
く
、

毛
の
色
光
明
炳
輝
。
第
六
を
超
光
と
名
づ
く
、
形
一
ツ
に
し
て
十
の
影
あ

り
。
第
七
を
騰
霧
と
名
づ
く
、
雲
に
の
り
て
よ
く
走
る
。
第
八
を
挟
翼
と

名
づ
く
、身
に
肉
の
翅
あ
り
。
穆
王
此
の
八
疋
の
馬
に
た
が
ひ
に
の
り
て
、

天
地
の
間
に
行
か
ざ
る
所
な
し
と
書
き
伝
ふ
。
今
此
の
一
馬
、
か
の
八
駿

の
能
を
兼
ね
た
り
と
も
、
朕
い
か
ん
ぞ
是
を
遠
遊
の
為
に
用
ひ
て
、
朝
政

を
誤
ら
ん
や
。（
後
略
）」（
三
二
、三
三
頁
）

帝
は
、
穆
王
八
駿
の
典
拠
を
誤
る
藤
房
に
対
し
、
そ
れ
が
「
拾
異
記
」（
正

し
く
は
『
拾
遺
記
』（
注
18
）
）
に
載
る
と
い
う
。
ま
た
八
駿
の
名
は
「
絶
地
、
翻
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是
を
求
め
還
さ
し
む
れ
ど
も
、竟
に
其
の
行
く
所
を
知
ら
ず
な
り
給
ひ
ぬ
。

（
三
五
頁
）

藤
房
は
、
天
馬
到
来
を
喜
ぶ
帝
を
諫
め
た
も
の
の
、
そ
の
諫
め
が
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
。
藤
房
は
、
官
職
を
辞
し
、
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
て
し
ま
う
。

藤
房
遁
世
の
記
事
は
『
太
平
記
』
諸
本
に
載
る
が
、「
後
醍
醐
の
帝
」
で
は
、
藤

房
が
後
醍
醐
帝
の
治
世
の
終
わ
り
を
予
言
し
て
遁
世
し
た
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

流
布
本
巻
第
十
三
「
藤
房
卿
遁
世
の
事
」
を
以
下
に
掲
げ
る
。

そ
の
後
藤
房
卿
連
続
し
て
、
諫
言
を
奉
り
け
れ
ど
も
、
君
つ
ひ
に
御
許

容
無
か
り
し
か
ば
、
大
内
裏
造
営
の
事
を
も
止
め
ら
れ
ず
、
蘭
藉
桂
筵
の

御
遊
な
ほ
し
き
り
な
り
け
れ
ば
、
藤
房
是
を
諫
め
か
ね
て
、「
臣
た
る
道

わ
れ
に
お
い
て
い
た
せ
り
。
よ
し
や
今
は
身
を
退
ん
に
は
如
か
じ
」
と
、

思
ひ
定
て
ぞ
お
は
し
け
る
。（
中
略
）

そ
の
夜
の
夢
想
に
、
黄
衣
着
た
る
神
人
、
榊
の
枝
に
立
文
を
付
け
て
、

宣
房
卿
の
前
に
差
し
置
い
た
り
。
い
か
な
る
文
や
ら
ん
と
怪
し
み
て
、
急

ぎ
こ
れ
を
開
い
て
見
た
ま
へ
ば
、
上
書
に
「
万
里
小
路
一
位
殿
へ
」
と
書

い
て
、
中
に
は
「
即
証
無
上
大
菩
提
」
と
、
金
字
に
ぞ
書
い
た
り
け
る
。

夢
覚
め
て
後
、
静
か
に
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
わ
れ
朝
廷
に
仕
へ
て
、
位
一

品
に
至
ら
ん
ず
る
条
疑
ひ
無
し
。
中
に
見
え
つ
る
金
字
の
文
は
、
わ
れ
す

な
は
ち
こ
の
作
善
を
以
つ
て
、
後
生
善
所
の
望
み
を
達
す
べ
き
も
の
な
り

と
、
二
世
の
悉
地
共
に
成
就
し
た
る
心
地
し
て
、
た
の
も
し
く
思
ひ
た
ま

ひ
け
る
が
、
果
た
し
て
元
弘
の
末
に
、
父
祖
代
々
絶
え
て
久
し
き
従
一
位

宵
、
超
影
、
踰
輝
、
超
光
、
騰
霧
、
挟
翼
」（
上
巻
三
〇
六
頁
）
と
あ
る
。
神

田
本
は
、
古
態
本
の
甲
類
に
属
す
る
が
、
天
正
本
系
本
文
を
取
り
入
れ
て
成
立

し
た
と
い
う
（
注
20
）
。
こ
の
馬
名
の
傍
注
も
、
天
正
本
系
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、天
正
本
で
「
絶
地
」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
、「
絶
天
」
と
な
っ
て
い
る
。

前
節
か
ら
こ
こ
ま
で
、
天
正
本
と
『
英
草
紙
』
と
は
表
現
が
一
致
し
な
い
部

分
が
多
い
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
穆
王
八
駿
の
名
に
関
し
て
は
他
の

諸
本
が
『
英
草
紙
』
と
表
現
が
重
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
正
本
の
み

が
『
英
草
紙
』
と
表
現
が
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
天
正
本
に
は
こ
の
穆
王
八
駿

の
名
が
『
拾
遺
記
』
に
見
え
る
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
庭
鐘
は
、『
拾

遺
記
』
を
典
拠
と
し
て
、
絶
地
以
下
の
穆
王
八
駿
の
名
を
「
後
醍
醐
の
帝
」
に

引
用
し
た
と
言
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、

な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
乙
類
本
文
に
載
る
穆
王
八
駿
の
名
を
引
用
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
庭
鐘
に
よ
る
天
正
本
系
本
文
参
照
の
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
「
後
醍

醐
の
帝
」
を
読
み
進
め
た
い
。

四
、「
後
醍
醐
の
帝
」
と
天
正
本
『
太
平
記
』

「
後
醍
醐
の
帝
」
の
結
末
部
を
見
て
み
よ
う
。

藤
房
卿
、
第
に
退
き
て
歎
じ
て
曰
ふ
、「
治
世
の
期
、
吁
や
ん
ぬ
る
か

な
。
今
主
上
智
は
奢
に
用
ひ
、
弁
は
非
を
覆
ふ
に
足
る
。
下
官
不
才
の
言

ひ
動
か
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
。
遂
に
自
ら
官
を
辞
し
て
、
北
山
の
下
に

去
つ
て
か
へ
ら
ず
。
帝
驚
き
思
し
召
し
て
、
父
の
宣
房
の
卿
に
詔
し
て
、
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の
没
落
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
章
段
で
あ
る
天
正

本
巻
第
十
三
「
西
園
寺
温
室
の
事
」
の
冒
頭
を
見
て
み
よ
う
。

か
か
り
し
程
に
、
幾
程
な
く
、
不
思
議
の
事
出
で
来
に
け
り
。
故
相
模

入
道
崇
鑑
の
弟
、
四
郎
左
近
大
夫
入
道
恵
性
は
、
元
弘
鎌
倉
合
戦
の
時
、

新
田
義
貞
に
一
家
皆
亡
ぼ
さ
れ
し
か
ど
も
、
こ
の
人
独
り
遁
れ
て
、
自
害

し
た
る
真
似
を
し
て
、
ひ
そ
か
に
鎌
倉
を
落
ち
て
、
し
ば
ら
く
は
奥
州
に

隠
れ
居
し
が
、
人
に
見
知
ら
れ
じ
と
て
還
俗
し
て
、
京
師
に
上
り
、
西
園

寺
殿
を
頼
み
奉
り
、
田
舎
侍
の
初
め
て
召
し
仕
は
る
る
体
に
て
ぞ
候
ひ
け

る
。（
中
略
）（
西
園
寺
殿
は
）
我
が
身
も
公
家
の
執
政
と
し
て
、
四
海

を
掌
に
握
ら
ば
や
と
思
は
れ
け
れ
ば
、
こ
の
四
郎
左
近
大
夫
入
道
を
刑
部

少
輔
時
興
と
名
を
改
め
て
、明
暮
は
た
だ
謀
反
の
計
略
を
ぞ
廻
ら
せ
け
る
。

（
第
二
冊
一
〇
二
、一
〇
三
頁
）

四
郎
左
近
大
夫
入
道
恵
性
と
西
園
寺
殿
が
、
後
醍
醐
朝
廷
へ
の
謀
叛
を
企
て

る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
各
諸
本
に
存
す
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
は
、

天
正
本
特
有
の
本
文
で
あ
る
。
こ
の
「
か
か
り
し
程
に
」
は
、
前
章
段
の
藤
房

遁
世
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
正
本
の
語
り
は
、
西
園
寺
殿
に
よ
る
謀
叛

の
計
画
は
、
藤
房
が
後
醍
醐
帝
の
臣
下
で
い
た
な
ら
ば
起
こ
り
え
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
「
不
思
議
の
事
」
と
し
て
い
る
。
天
正
本
は
、
藤
房
の
遁
世
と
後
醍
醐

朝
の
衰
微
と
を
強
く
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
後
醍
醐
の
帝
」
は
、『
太
平
記
』
の
論
理
を
吸
収
し
て
描
か
れ
て
い
た
（
注
21
）
。

そ
れ
は
庭
鐘
が
『
太
平
記
』
に
精
通
し
て
い
て
こ
そ
の
妙
技
で
あ
っ
た
。
庭
鐘

に
成
り
た
ま
ひ
け
り
。
中
に
見
え
し
金
字
の
文
は
、
子
息
藤
房
卿
出
家
得

道
し
た
ま
ふ
べ
き
、
そ
の
善
縁
あ
り
と
示
さ
れ
け
る
、
明
神
の
御
告
げ
な

る
べ
し
。
誠
に
百
年
の
栄
耀
は
風
前
の
塵
、
一
念
の
発
心
は
命
後
の
燈
な

り
。
一
子
出
家
す
れ
ば
、
七
世
の
父
母
皆
仏
道
を
成
す
と
、
如
来
の
所
説

明
ら
か
な
れ
ば
、
こ
の
人
一
人
の
発
心
に
依
つ
て
、
七
世
の
父
母
も
ろ
と

も
に
、
成
仏
得
道
せ
ん
事
、
歎
き
の
中
の
悦
び
な
る
べ
け
れ
ば
、
こ
れ
を

誠
に
第
一
の
利
生
預
か
り
た
る
人
よ
と
、智
あ
る
人
は
聞
き
て
感
歎
せ
り
。

（
第
二
冊
二
六
五
〜
二
七
一
頁
）

遁
世
し
た
藤
房
を
探
す
父
宣
房
の
夢
中
に
、
藤
房
の
出
家
に
よ
っ
て
宣
房
ら

先
祖
が
成
仏
で
き
る
と
い
う
「
明
神
の
御
告
げ
」
が
下
さ
れ
る
。
こ
の
話
を
聞

い
た
「
智
あ
る
人
」
は
感
嘆
し
た
と
、
流
布
本
は
藤
房
遁
世
の
事
件
を
統
括
し

て
い
る
。

こ
の
藤
房
遁
世
の
記
事
は
、
天
正
本
に
も
載
る
が
、
末
尾
に
一
文
の
増
補
が

あ
る
。
天
正
本
巻
第
十
三
「
藤
房
発
心
の
事
」
を
見
て
み
よ
う
。

一
子
出
家
の
功
徳
は
七
世
の
父
母
成
仏
す
と
、
如
来
の
金
言
明
ら
か
な
れ

ば
、
こ
の
人
の
発
心
に
よ
つ
て
、
家
門
一
類
こ
と
ご
と
く
成
仏
得
道
せ
ん

事
は
、
喜
び
の
中
の
悦
び
な
る
べ
し
。
こ
れ
真
の
御
利
生
を
蒙
り
た
る
人

よ
と
、
聞
く
物
も
皆
感
嘆
せ
り
。
藤
房
卿
遁
世
の
後
、
朝
廷
い
よ
い
よ
危

ふ
き
に
近
し
と
す
る
事
多
け
れ
ば
、
天
下
ま
た
静
か
な
ら
ず
。
如
何
と
智

臣
は
か
ね
て
ぞ
嘆
き
け
る
。（
第
二
冊
一
〇
一
、一
〇
二
頁
）

傍
線
部
が
増
補
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
天
正
本
で
は
、
藤
房
の
遁
世
が
朝
廷
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び
、「
矢
田
彦
七
」
の
名
が
見
え
る
（
各
傍
線
部
）。

で
は
、
天
正
本
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
天
正
本
巻
第
五
「
大
塔
宮

南
都
御
隠
居
後
十
津
川
御
栖
ひ
の
事
」
を
以
下
に
掲
げ
る
。

か
く
て
は
南
都
の
御
隠
居
も
叶
ふ
ま
じ
か
り
け
り
と
て
、
般
若
寺
を
忍

ん
で
御
出
あ
つ
て
熊
野
の
方
へ
ぞ
趣
か
せ
給
ひ
け
る
。
御
伴
に
は
、
赤
松

帥
律
師
則
祐
・
光
林
坊
律
師
玄
存
・
木
寺
相
模
・
村
上
左
馬
助
義
光
・
子

息
蔵
人
義
隆
、
甲
斐
源
氏
に
矢
田
三
郎
義
重
・
河
野
彦
五
郎
・
舎
弟
孫
三

郎
・
平
賀
三
郎
・
片
岡
八
郎
・
武
田
彦
七
を
始
め
と
し
て
、已
上
十
一
人
、

（
以
下
略
）（
第
一
冊
二
六
二
頁
）

「
赤
松
帥
律
師
則
祐
」
の
名
に
並
ん
で
、「
矢
田
三
郎
義
重
」
の
名
が
見
え
、

ま
た
、
彦
七
の
名
は
武
田
姓
に
な
っ
て
い
る
（
各
傍
線
部
）。「
義
」
の
名
が
付

き
、「
中
津
川
入
道
」
の
矢
田
十
郎
義
登
の
名
に
似
通
っ
て
い
る
。
今
回
調
査

し
た
『
太
平
記
』
諸
本
の
中
で
、
矢
田
氏
の
名
を
「
矢
田
三
郎
義
重
」
と
す
る

の
は
天
正
本
の
み
で
あ
る
。

「
中
津
川
入
道
」
で
、義
登
は
則
祐
を
「
無
二
の
旧
遊
」
と
言
い
、則
祐
も
「
旧

識
」
の
仲
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
天
正
本
で
、
全
巻
を
通
し
て
則
祐
と

矢
田
氏
が
と
も
に
登
場
す
る
場
面
は
、
引
用
部
の
み
で
あ
り
、
庭
鐘
は
、
義
登

の
名
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
右
の
場
面
を
典
拠
と
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

三
節
か
ら
本
節
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
庭
鐘
が
天
正
本
系
の
『
太
平

記
』
を
参
照
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

は
、
藤
房
の
遁
世
と
後
醍
醐
朝
廷
の
衰
退
と
を
深
く
結
び
つ
け
る
天
正
本
の
記

述
を
吸
収
し
て
、「
後
醍
醐
の
帝
」
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。

五
、『
繁
野
話
』
と
天
正
本
『
太
平
記
』

庭
鐘
が
天
正
本
系
『
太
平
記
』
を
参
照
し
て
い
た
傍
証
と
し
て
、『
繁
野
話
』

に
お
け
る
『
太
平
記
』
の
利
用
方
法
を
見
て
み
よ
う
。『
繁
野
話
』
第
四
篇
「
中

津
川
入
道
山
伏
塚
を
築
し
む
る
話
」（
以
下
「
中
津
川
入
道
」）
は
、『
太
平
記
』

諸
本
に
登
場
す
る
人
物
赤
松
則
祐
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。「
中
津
川
入
道
」
の

梗
概
は
、
世
の
体
制
が
足
利
氏
に
よ
る
も
の
に
な
ろ
う
か
と
い
う
と
き
、
南
朝

の
旧
臣
矢
田
十
郎
義
登
が
南
朝
の
復
権
を
図
り
、
赤
松
則
祐
に
決
起
を
促
す
も

の
の
、
太
平
の
世
を
望
む
則
祐
に
斬
り
殺
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

矢
田
十
郎
義
登
に
つ
い
て
、
徳
田
武
氏
（
注
22
）

は
、「
大
塔
宮
護
良
親
王
の

熊
野
落
ち
の
時
の
従
者
、
矢
田
彦
七
（
太
平
記
・
五
）
か
ら
取
っ
た
姓
か
」
と

指
摘
す
る
。
で
は
、
実
際
に
流
布
本
巻
第
五
「
大
塔
宮
熊
野
落
ち
の
事
」
を
見

て
み
よ
う
。

か
く
て
は
、
南
都
辺
の
御
隠
れ
家
、
暫
く
も
叶
ひ
が
た
け
れ
ば
、
す
な

は
ち
般
若
寺
を
御
出
で
あ
つ
て
、熊
野
の
方
へ
ぞ
落
ち
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

御
供
の
衆
に
は
、
光
林
房
玄
尊
・
赤
松
律
師
則
祐
・
小
寺
相
模
・
岡
本
三

河
房
・
武
蔵
房
・
村
上
彦
四
郎
・
片
岡
八
郎
・
矢
田
彦
七
・
平
賀
三
郎
、

か
れ
こ
れ
以
上
九
人
な
り
。（
第
一
冊
二
二
一
、二
二
二
頁
）

大
塔
宮
の
熊
野
落
ち
の
際
に
、
そ
の
お
供
と
し
て
「
赤
松
律
師
則
祐
」
と
並
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の
達
者
ど
も
を
集
め
ら
る
。
競
馬
を
番
は
せ
、
笠
懸
を
射
さ
せ
て
、
御
遊

の
興
を
促
さ
せ
け
る
。（
第
二
冊
八
三
頁
）

こ
こ
ま
で
の
文
脈
は
、
大
塔
宮
護
良
親
王
の
足
利
高
氏
追
討
の
企
画
を
聞
き

つ
け
た
高
氏
が
、
准
后
阿
野
廉
子
に
大
塔
宮
に
謀
反
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
告

げ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
後
醍
醐
帝
の
命
に
よ
っ
て
大
塔
宮
が
捕
縛
さ
れ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。「
建
武
元
年
甲
戌
、
〜
宴
を
尽
く
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
は
、

天
正
本
特
有
の
本
文
で
あ
る
。

建
武
元
年
五
月
三
日
、
大
塔
宮
の
身
柄
は
直
義
に
渡
さ
れ
る
（
天
正
本
巻
第

十
二
「
兵
部
卿
宮
御
消
息
の
事
」）。
天
正
本
の
語
り
は
、
大
塔
宮
が
牢
獄
に

い
れ
ら
れ
た
こ
と
を
、「
痛
は
し
き
御
事
な
り
」と
す
る
。
そ
し
て
、こ
こ
に
「
朝

廷
の
衰
微
」を
見
い
だ
し
、後
醍
醐
帝
が
こ
の
よ
う
な
差
配
を
す
る
こ
と
に
「
智

臣
は
眉
を
顰
め
」
た
と
い
う
。
復
権
後
の
帝
の
堕
落
は
す
さ
ま
じ
く
、
政
治
を

行
わ
ず
、
遊
興
に
耽
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
帝
に
対
し
、
語
り
は
、「
叡

慮
こ
と
ご
と
く
日
比
に
似
ず
」
と
、
か
つ
て
の
賢
帝
の
姿
は
な
く
、
変
わ
り
果

て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
天
正
本
は
、
他
の
諸
本
と
違
い
、
元
弘
三

年
秋
か
ら
建
武
元
年
秋
ま
で
の
一
年
間
で
の
帝
の
変
化
を
明
記
し
て
い
る
。
こ

の
天
正
本
系
特
有
の
表
現
を
、庭
鐘
は
「
豊
原
兼
秋
」
で
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

「
豊
原
兼
秋
」
で
は
、
帝
は
「
仮
初
の
御
遊
に
琵
琶
箏
な
ど
弾
じ
さ
せ
給
ふ

に
も
、
燕
な
る
曲
の
み
造
ら
ん
と
望
」
む
人
物
で
あ
っ
た
と
、
兼
秋
に
よ
っ
て

評
さ
れ
る
。「
燕
」
の
左
訓
に
は
「
は
で
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
兼
秋
の

評
は
、
天
正
本
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
音
楽
と
政
治
と
の
結

六
、「
豊
原
兼
秋
」
と
天
正
本
『
太
平
記
』

こ
こ
で
、「
豊
原
兼
秋
」
に
お
け
る
兼
秋
の
後
醍
醐
帝
に
対
す
る
態
度
の
変

化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
元
弘
三
年
時
に
は
、

兼
秋
と
帝
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翌
建
武
元
年

の
秋
に
は
、
兼
秋
は
、
今
の
世
を
治
め
る
べ
き
為
政
者
で
は
な
い
と
帝
を
非
難

し
て
い
た
。
こ
の
一
年
間
で
兼
秋
の
帝
へ
の
態
度
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。

実
は
、そ
の
変
化
の
理
由
は
、天
正
本
に
求
め
ら
れ
る
。
天
正
本
巻
第
十
三
「
第

八
宮
征
夷
将
軍
の
事
」
を
見
て
み
よ
う
。

建
武
元
年
甲
戌
、
誠
に
改
元
の
験
に
や
、
凶
器
こ
と
ご
と
く
退
散
し
て
、

寰
中
は
無
為
に
ぞ
な
り
に
け
る
。
さ
れ
ど
も
、
前
代
の
余
殃
な
ほ
東
関
に

あ
つ
て
、
北
闕
の
煩
ひ
と
な
る
べ
し
と
て
、
当
今
第
八
宮
を
征
夷
将
軍
に

な
し
奉
つ
て
、
鎌
倉
に
据
ゑ
進
ら
せ
ら
る
。
左
馬
頭
直
義
そ
の
執
権
に
御

座
し
け
る
。
さ
ら
ば
、
今
大
塔
宮
を
も
直
義
請
け
取
り
進
ら
せ
て
、
囹
圄

の
中
に
尊
体
を
苦
し
め
奉
る
。
痛
は
し
き
御
事
な
り
。
こ
の
宮
か
く
な
ら

せ
給
ふ
御
事
、
ひ
と
へ
に
朝
廷
の
衰
微
な
る
べ
し
。
如
何
か
か
や
う
に
は

御
計
ら
ひ
あ
る
ら
ん
と
、
智
臣
は
眉
を
顰
め
け
る
。
さ
れ
ど
も
、
主
上
は

さ
ら
に
思
し
食
し
寄
ら
ざ
り
け
る
に
や
、叡
慮
こ
と
ご
と
く
日
比
に
似
ず
、

政
を
閣
き
、
御
遊
日
を
易
へ
、
宴
を
尽
く
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
あ
ま
つ

さ
へ
、
北
闕
の
西
、
二
条
高
倉
に
に
は
か
に
離
宮
を
建
て
ら
れ
、
馬
場
殿

と
号
し
、
天
帝
常
に
御
幸
な
つ
て
、
歌
舞
・
蹴
鞠
の
そ
の
間
に
は
、
弓
馬
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引
用
に
当
た
っ
て
は
、
誤
脱
も
少
な
く
な
い
（
注
25
）
。
例
え
ば
、
第
三
節
で
取

り
上
げ
た
穆
王
八
駿
の
馬
名
は
、
天
正
本
で
は
「
絶
地
、
翻
羽
、
奔
宵
、
超
影
、

踰
輝
、
超
光
、
騰
霧
、
挟
翼
」
と
記
さ
れ
る
が
、『
参
考
太
平
記
』
で
は
「
天

正
本
云
、
穆
王
八
匹
之
馬
名
、
絶
地
、
翻
羽
、
奔
霄
、
越
影
、
踰
輝
、
超
光
、

騰
霧
、
挟
翼
云
云
」
と
誤
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
部
）。
ま
た
、
第
六

節
に
て
引
用
し
た
帝
の
変
化
を
明
記
し
た
天
正
本
巻
第
十
三
の
一
節
も
、「
さ

れ
ど
も
、
主
上
は
さ
ら
に
思
し
食
し
寄
ら
ざ
り
け
る
に
や
、
叡
慮
こ
と
ご
と
く

日
比
に
似
ず
、」
以
降
は
『
参
考
太
平
記
』
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
（
注
26
）
。

庭
鐘
が
『
参
考
太
平
記
』
の
み
に
よ
っ
て
『
英
草
紙
』
の
執
筆
を
し
た
と
は
い

え
な
い
。
た
だ
、
天
正
本
そ
の
も
の
は
、
水
戸
徳
川
家
が
所
蔵
し
て
い
た
の
で
、

庭
鐘
が
そ
れ
を
直
接
目
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
庭
鐘
は
、
何
ら
か
の

方
法
で
、
天
正
本
系
『
太
平
記
』
を
目
に
す
る
、
も
し
く
は
、
所
有
す
る
機
会

が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
天
正
本
系
を
精
確
に
読
み
、
そ
れ
を
材
と
し

て
「
豊
原
兼
秋
」
を
執
筆
し
た
の
で
あ
っ
た
。

庭
鐘
は
、
流
布
本
系
に
加
え
、
天
正
本
系
を
も
熟
読
し
て
い
た
。
そ
の
読
み

の
細
部
に
ま
で
わ
た
る
様
は
、
も
は
や
「
研
究
」
と
評
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
庭
鐘
を
強
く
惹
き
つ
け
る『
太
平
記
』と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

近
世
初
期
に
お
い
て
、『
太
平
記
』
に
本
文
の
裏
話
や
論
評
を
加
え
た
『
太

平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
が
、
政
治
を
学
ぶ
目
的
で
享
受
さ
れ
た
こ
と
は
、
加

美
宏
氏
（
注
27
）
や
若
尾
政
希
氏
（
注
28
）
の
諸
論
考
に
詳
し
い
。
ま
た
、
加
美
氏
は
、

貞
享
・
元
禄
以
降
に
な
る
と
『
太
平
記
評
判
秘
伝
理
尽
鈔
』
で
は
な
く
、『
太

び
つ
き
を
重
視
す
る
兼
秋
に
と
っ
て
、「
燕
な
る
曲
」
を
好
む
帝
は
為
政
者
の

器
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
（
注
23
）
。
兼
秋
は
楽
人
と
し
て
帝
の
変
化
を
察
知

し
、
そ
の
も
と
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

七
、
終
わ
り
に

本
論
で
は
、『
英
草
紙
』
と
『
太
平
記
』
諸
本
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
以

下
の
三
点
を
指
摘
し
た
。

一
、「
後
醍
醐
の
帝
」、「
豊
原
兼
秋
」
の
中
で
『
太
平
記
』
を
典
拠
と
す
る

場
合
、
流
布
本
系
本
文
に
よ
る
場
合
が
多
い
こ
と
。

二
、一
方
で
天
正
本
系
『
太
平
記
』
に
よ
る
箇
所
も
あ
る
こ
と
。

三
、「
豊
原
兼
秋
」
に
お
け
る
兼
秋
の
帝
批
判
の
根
拠
は
、
天
正
本
系
『
太

平
記
』
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

こ
こ
で
、
流
布
本
系
『
太
平
記
』
と
天
正
本
系
『
太
平
記
』
を
庭
鐘
が
見
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
長
坂
成
行
氏
（
注
24
）
は
、「『
太
平
記
』

の
諸
本
は
、
天
正
本
の
類
と
非
天
正
本
の
類
の
二
類
に
大
別
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
天
正
本
系
は
特
異
な
本
文
を
有

し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
庭
鐘
の
『
英
草
紙
』
執
筆
時
に
も
、『
参
考
太
平
記
』

を
も
っ
て
す
れ
ば
十
分
知
り
得
た
。『
参
考
太
平
記
』は
、元
禄
二
（
一
六
八
九
）

年
成
立
、
同
四
（
一
六
九
一
）
年
刊
、
水
戸
光
圀
の
命
に
よ
り
、
四
十
巻
か
ら

な
る
『
太
平
記
』
諸
本
の
異
同
を
調
査
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
調

査
対
象
に
天
正
本
も
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
参
考
太
平
記
』
の
天
正
本
の
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【
注
】

（
１
）
麻
生
磯
次
「
讀
本
の
發
生
と
支
那
文
學
の
影
響
」（『
江
戸
文
學
と
中
國
文
學
』、
三

省
堂
、
昭
和
三
十
年
二
月
）

（
２
）
石
破
洋
「
都
賀
庭
鐘
の
翻
案
態
度
―
『
英
草
紙
』
第
三
篇
に
お
け
る
琴
を
中
心
に
」

（『
東
方
学
』
第
五
十
五
輯
、
東
方
學
會
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
）

（
３
）
稲
田
篤
信
「
演
義
の
主
題
―
都
賀
庭
鐘
『
英
草
紙
』
考
―
」（『
名
分
と
命
禄
　
上
田

秋
成
と
同
時
代
の
人
々
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
十
八
年
、
初
出
「
都
賀
庭
鐘
・
演
義

の
主
題
―
『
英
草
紙
』
考
―
」、『
読
本
研
究
新
集
』
第
三
集
、
翰
林
書
房
、
平
成

十
三
年
十
月
）、
丸
井
貴
史
「
方
法
と
し
て
の
二
人
称
―
読
本
に
お
け
る
「
你
」
の
用

法
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
白
話
小
説
の
時
代
―
日
本
近
世
中
期
文
学
の
研
究
―
』、
汲
古

書
院
、
平
成
三
十
一
年
。
初
出
『
読
本
研
究
新
集
』
第
七
集
、
読
本
研
究
の
会
、
平

成
二
十
七
年
六
月
）
な
ど
。

（
４
）
拙
稿
「『
英
草
紙
』
第
三
篇
に
お
け
る
「
音
」
の
本
義
」（『
山
口
国
文
』
第
四
十
一
号
、

山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
、
平
成
三
十
年
三
月
）

（
５
）
以
下
、『
英
草
紙
』
の
本
文
の
引
用
は
、
中
村
幸
彦
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
　
英
草
紙
・
西
山
物
語
・
雨
月
物
語
・
春
雨
物
語
』（
小
学
館
、
平
成
七
年
）
に
よ

る
。
引
用
末
尾
に
引
用
元
の
頁
数
を
記
し
た
。

（
６
）
拙
稿
「『
英
草
紙
』
第
一
編
に
お
け
る
「
諫
」
を
め
ぐ
っ
て
―
『
太
平
記
』
を
軸
と
し

て
―
」（『
山
口
国
文
』
第
四
十
号
、
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
、
平
成

二
十
九
年
三
月
）。

（
７
）
こ
こ
で
の
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、
山
下
宏
明
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成    

太
平
記
』
第
一
・
二
冊
（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
二
〜
五
十
五
年
）
に
よ
る
。

（
８
）
鈴
木
登
美
恵
「
玄
玖
本
太
平
記
解
題
」（『
玄
玖
本
太
平
記
』
五
、
勉
誠
社
、
昭
和

五
十
年
）

（
９
）
神
田
本
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、『
神
田
本
太
平
記
上
巻
』（
汲
古
書
院
、
昭
和

四
十
七
年
）
に
よ
る
。
本
書
は
影
印
。
本
文
は
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
で
あ
る
。

平
記
』
そ
の
も
の
も
政
治
性
を
も
っ
て
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
代

表
が
南
朝
正
統
論
を
裏
付
け
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
『
参
考
太
平
記
』
だ
と

い
う
（
注
29
）
。
そ
の
『
参
考
太
平
記
』
は
、
加
美
氏
曰
く
「
諸
文
献
を
厳
密
に

批
判
・
考
証
し
、
根
拠
の
あ
る
史
実
の
み
を
、
出
典
を
明
記
し
て
記
載
す
る
と

い
う
、
学
問
的
な
記
述
態
度
を
も
っ
て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
す
こ

ぶ
る
実
証
的
な
史
書
と
い
え
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、『
太
平
記
』
は
、
庭
鐘
が
「
豊
原
兼
秋
」
に

政
治
性
を
付
加
す
る
の
に
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ

の
政
治
性
を
込
め
た
文
が
、『
参
考
太
平
記
』
の
み
で
は
わ
か
ら
な
い
天
正
本

系
の
本
文
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。「
豊
原
兼
秋
」
が
作
品
で
あ
る
以
上
、

読
者
を
想
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
庭
鐘
が
想
定
し
た
読
者
は
、
庭
鐘

が
典
拠
と
し
た
『
参
考
太
平
記
』
に
記
さ
れ
な
い
天
正
本
系
本
文
を
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
庭
鐘
の
「
研
究
」
を
共
有
で
き
る
人
々
が
い

た
の
で
あ
る
。『
英
草
紙
』
の
成
立
の
背
景
や
近
世
中
期
に
お
け
る
『
太
平
記
』

享
受
の
様
相
は
い
ま
だ
不
分
明
で
あ
る
が
、
庭
鐘
周
辺
に
は
、『
参
考
太
平
記
』

の
成
果
を
推
し
進
め
た
サ
ー
ク
ル
の
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
サ
ー

ク
ル
に
属
す
る
人
々
が
、『
英
草
紙
』
の
第
一
読
者
で
あ
っ
た
。

『
英
草
紙
』と
い
う
作
品
に
と
っ
て
、『
太
平
記
』は
重
要
な
典
拠
で
あ
る
。『
英

草
紙
』
と
『
太
平
記
』
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
、『
英

草
紙
』
の
主
題
や
創
作
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
引
き
続
き
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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（
21
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
22
）
徳
田
武
『
繁
野
話
』
頭
注
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
繁
野
話
・
曲
亭
伝
奇
花
釵

児
・
催
馬
楽
奇
談
・
鳥
辺
山
調
綫
』、
岩
波
書
店
、
平
成
四
年
）

（
23
）
兼
秋
が
音
楽
と
政
治
を
強
く
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
は
、
注
（
４
）
所
掲
拙
稿
に
詳

し
く
述
べ
た
。

（
24
）
長
坂
成
行
「
天
正
本
太
平
記
の
性
格
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
七
号
、
奈
良
大
学
、

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
）

（
25
）
以
下
、『
参
考
太
平
記
』
の
引
用
は
、
愛
知
教
育
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
（
新
日
本

古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
て
閲
覧
）
に
よ
る
。

（
26
）
な
お
、
こ
の
部
分
は
、『
参
考
太
平
記
』
で
は
巻
第
十
二
の
末
尾
に
「
天
正
本
に
云
」

と
し
て
記
さ
れ
る
。

（
27
）
加
美
宏
『
太
平
記
の
受
容
と
変
容
』（
翰
林
書
房
、
平
成
九
年
）

（
28
）
若
尾
政
希
『「
太
平
記
読
み
」
の
時
代
』（
平
凡
社
、
平
成
十
一
年
）

（
29
）
加
美
宏
「
政
治
・
軍
学
の
書
と
し
て
の
『
太
平
記
』」（
注
（
27
）
所
掲
書
所
収
、
初

出
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
六
号
第
八
号
、
至
文
堂
、
平
成
三
年
八
月
）

―
か
わ
た
・
ま
さ
き
、
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―

読
み
や
す
さ
の
便
宜
を
は
か
り
、
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
文
に
改
め
、
適
宜
句
読
点

を
私
に
施
し
た
。
以
下
、
影
印
の
書
に
は
同
様
の
処
理
を
施
し
た
。
ま
た
、
引
用
末

尾
に
引
用
元
の
巻
数
も
し
く
は
冊
数
・
頁
数
を
記
し
た
。
以
下
、『
太
平
記
』
諸
本
に

つ
い
て
は
、
同
じ
処
理
を
施
し
た
。

（
10
）
西
源
院
本
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、兵
藤
裕
己
校
注
『
太
平
記
』
第
一
・
二
冊
（
岩

波
書
店
、
平
成
二
十
六
年
）
に
よ
る
。

（
11
）
玄
玖
本
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、『
玄
玖
本
太
平
記
』
第
一
〜
五
巻
（
勉
誠
社
、

昭
和
四
十
八
〜
五
十
年
）
に
よ
る
。
本
書
は
影
印
。

（
12
）
慶
長
八
年
古
活
字
本
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、
注
（
７
）
所
掲
書
に
同
じ
。

（
13
）
梵
舜
本
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、『
太
平
記
　
梵
舜
本
』
第
一
〜
六
巻
（
古
典

文
庫
、
昭
和
四
十
、四
十
一
年
）
に
よ
る
。
本
書
は
影
印
。

（
14
）
天
正
本
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、
長
谷
川
端
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集    

太
平
記
』
第
一
・
二
冊
（
小
学
館
、
平
成
六
〜
平
成
八
年
）
に
よ
る
。

（
15
）
京
大
本
『
太
平
記
』本
文
の
引
用
は
、小
秋
元
段
ほ
か
編
『
校
訂
京
大
本
太
平
記
』上
・

下
巻
（
勉
誠
社
出
版
、
平
成
二
十
三
年
）
に
よ
る
。

（
16
）
中
京
大
学
図
書
館
蔵
本
『
太
平
記
』
本
文
の
引
用
は
、
長
谷
川
端
編
『
新
典
社
善
本

叢
書
　
中
京
大
学
図
書
館
蔵
太
平
記
』
第
一
・
二
巻
（
新
典
社
、
平
成
二
年
）
に
よ
る
。

本
書
は
影
印
。

（
17
）「
豊
原
兼
秋
」
で
兼
秋
が
兵
庫
に
着
い
た
場
面
に
お
い
て
、
後
醍
醐
帝
が
書
写
山
か

ら
兵
庫
へ
と
移
り
、
兵
庫
に
て
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
報
を
聞
い
た
と
い
う
動
向
が
記
さ

れ
る
。
こ
の
記
述
も
『
太
平
記
』
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
流

れ
は
諸
本
で
変
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。

（
18
）
注
（
５
）
所
掲
書
三
二
頁
の
頭
注
。

（
19
）
注
（
５
）
所
掲
書
三
一
頁
の
頭
注
。

（
20
）
山
下
宏
明
「
解
説
　
太
平
記
を
読
む
に
あ
た
っ
て
」（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
太
平

記
』
第
一
巻
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
二
年
）


